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■施策テーマ１ 「安全・安心な住まいづくり」について 
 

（１）安全・安心に暮らせる住まいづくりの推進 
 
①住宅の耐震化の促進 
 
【現況・課題】 
・多摩直下型地震による被害が想定されており、防災に対する取り組みが重視されてきている。 

・昭和 55年以前に旧耐震基準のもとで建てられた住宅が、八王子市内に約 5.1 万戸（22.3%）程度存在している。 

・八王子市は、八王子市耐震改修促進計画（平成 20 年 3 月策定）に基づき、地震時における住宅の安全に対する

市民の意識の向上を図り、災害に強いまちづくりの推進を図るために、市内に存する木造住宅について、耐震診

断を実施する所有者に対し、それに要する費用の一部を補助している。（補助対象：昭和 56 年 5 月までに建てら

れた八王子市内の在来工法による木造住宅（専用住宅）。補助額：耐震診断費用の 3 分の 1 以内で、7 万円を限

度） 

・また、上記の耐震診断を受けたもののうち、診断の結果、総合評点が 1.0 未満と判定された住宅を、0.7 以上

1.0 未満（一般 35 万円、高齢者及び障害者等 52.5 万円）または、1.0 以上（一般 50 万円、高齢者及び障害者等

75 万円）となるように改修工事を行うものを対象として、耐震改修工事に対して補助を実施している。（補助

額：耐震改修工事に係る費用の２分の１以内） 

・そのほか、家具転倒防止器具などを希望する全世帯に無料配付（助成）する事業も行っている。（配布器具は器

具によってポイントが設定されており、150 ポイント分まで配布している。例：ガラス飛散防止フィルム（平面

ガラス用）…25 ポイント・突っ張り棒…45ポイント） 

  【表 1 八王子市内の住宅ストックの築年数別分布】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  【表 2 八王子市の耐震診断・耐震改修への補助制度の利用状況】 

 
 
 
 
 
 
 

 
【方向性（例）】 

○既存木造住宅の耐震診断、耐震改修による耐震化の促進 
 
 
 
【具体的な方向性・他都市事例】 
 

○耐震診断、耐震改修の意義や効果、補助制度の活用事例など、耐震診断・耐震改修に向けた動機付け、

きっかけとなる取り組みの推進 
 
 
 
【他の方向性・視点】 
 

○マンションや賃貸住宅などの所有者に対する耐震化に向けた動機付けや、合意形成の必要のある住宅の

耐震診断、耐震改修の促進 
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東京都

八王子市

～S45 S46～55 S56～H2 H3～7 H8～12 H13～17 H18～ 不明

～S45 S46～55 S56～H2 H3～7 H8～12 H13～17 H18～ 不明 総数
H２０ 住宅数 13,170 38,500 48,880 30,520 33,170 31,960 12,150 22,960 231,310

構成比 5.7% 16.6% 21.1% 13.2% 14.3% 13.8% 5.3% 9.9% 100.0%

資料：平成 20 年住宅・土地統計調査 

資料：八王子市資料 
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②住宅の不燃化・火災予防の促進 
 
【現況・課題】 
・八王子市では、市街地における火災の危険を防ぐために、防火地域、準防火地域を指定して、建築物の規模によ

り、構造（耐火・準耐火等）を制限している。原則として、建築物が密集する商業地などの容積率が 400％以上

の地域には防火地域を、建ぺい率 50％以上の地域には準防火地域を指定している。 

・東京消防庁の管内（島しょ地域と稲城市を除く東京都全域）では、火災予防条例により、次のとおり住宅用火災

警報器を設置することになっている。 

 ●新築/改築する住宅：平成１６年１０月１日から設置が義務付けられている。 

 ●既存住宅     ： 平成２２年４月１日から設置が義務付けられている。 

 
【方向性（例）】 
 

○住宅火災の予防や被害を小さくするための防災設備等の普及の促進 
 
 
【具体的な方向性・他都市事例】 
 

○高齢者世帯等の、より防災面での配慮が必要な市民に対する防災設備等の普及促進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【他の方向性・視点】 
 

○火災を予防するための地域防災活動の推進 
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③防犯性の高い住宅の普及に向けた施策の推進 
 
【現況・課題】 
・八王子市では、防犯力の高い建物の普及を目的として、八王子市生活の安全・安心に関する条例及び集合住宅等

建築指導要綱に基づき、建物建築に先立ち防犯設備の設置等について、建物所有者等に事前に警察との協議を行

うよう指導している。対象物件として、要綱の適用を受ける規模に該当する 10 戸以上の集合住宅を含んでいる。 

 
【表 3 八王子市における犯罪発生件数】 

省略 
【方向性（例）】 
 

○防犯力の高い住宅の供給を促進するための施策の推進 
 
 
【具体的な方向性・他都市事例】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【他の方向性・視点】 
 

○既存住宅の防犯性を高めるための取組の推進 
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④健康に配慮した住宅の普及に向けた施策の推進 
 
【現況・課題】 
・シックハウス対策については、建築基準法改正が平成１５年に施行されたことから、それに基づき指導を行って

いる。 

・東京都では、「健康・快適居住環境の指針」を策定しており、結露対策、カビ対策、化学物質などに関して、住

まいの健康を判断する指針やチェックポイントを示しており、市としてはパンフレットの配布による啓発を行っ

ている。 

 
【方向性（例）】 
 

○健康に配慮した住まいづくり・生活スタイルの促進 
 
 
【具体的な方向性・他都市事例】 
 

○より化学物質の少ない建築資材や家具等の採用の促進など 
 
○結露対策や防カビに配慮した住まいづくりや生活スタイルの普及・啓発 
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（２）良質な公共住宅ストックの形成とまちづくりへの活用 
 
①公共住宅ストックの質の維持・向上 
 
【現況・課題】 
・八王子市には、市営住宅、都営住宅、公社住宅、都市再生機構住宅の、公共賃貸住宅が合わせて約 25,000 戸が

整備されている。 

【表４ 八王子市における公共賃貸住宅】 
 

 

 

 

 

 

（市営住宅） 

・市営住宅は、八王子市営住宅管理計画により「廃止」「建替」「改善」「維持保全」が団地ごとに設定されている

が、老朽化した木造団地などの建替え事業の推進を優先して進められており、個別のバリアフリーなどは進めら

れていない。 

・西中野団地の建替えは実施され、次に中野団地の建替えに向けた設計に着手する予定である。 

・市営住宅全体で車椅子用住戸が 6戸、シルバーハウジングが 20 戸整備されている。 
  ※シルバーハウジング：高齢者向けの設備を備え、管理人等による管理体制が整えられている市営住宅 

【表５ 八王子市営住宅管理計画による団地別活用方針（平成 21 年 12 月 21 日現在）】 

活用方針 対象団地 

廃止予定団地 子安（木造 3 戸）・新地（木造 2戸）・初沢（木造 3戸）・ 

落合第一（木造 10戸）・落合第三（木造 3 戸）・小名路（木造 4 戸）・ 

長房第二（準耐火 46 戸）・大巻（木造 3戸）・川口（準耐火 16 戸）・ 

楢原（木造・準耐火 46戸） 

建替予定団地 中野（木造・準耐火 47戸）・中原（木造 7 戸）・落合第二（木造 6戸）・ 

長房第一（準耐火・中層耐火 336 戸）・泉町（中層耐火 132 戸） 

全面的改善予定団地 大和田台（中層耐火 60戸） 

個別改善予定団地 明神（中層耐火 30 戸）・大和田（中層耐火 84 戸）・高倉（中層耐火 92

戸）・大谷（低層中層耐火 94戸） 

維持保全予定団地 元本郷（中層高層耐火 154 戸）・西中野（中層耐火 75 戸）・大和田台 3 号

棟（高層耐火 72 戸）・恩方（低層耐火 16 戸） 

（参考：活用手法一覧表（八王子市営住宅管理計画より）） 
建替え 現在ある住宅を除却し、その跡地の全部または一部の区域に新たな住宅を建設するも

のです。 
全面的改善 躯体以外の内装、設備等、住宅内部の全面的又はそれに準ずる改善を行うものです。 
個別改善 住宅の質の向上のために、次のような改善を行います。 

（規模増改善）住戸の増築、複数住戸の結合、又は戸境の変更等 
（住戸改善）手すり設置、浴室改修、段差解消等の高齢者対応、給湯設備設置等、居

住性の向上 
（共用部分改善）エレベーター設置等の高齢者対応、安全性確保、居住性向上 
（屋外・外構部分）外壁改善、共同施設整備等の住環境向上、手すり設置、段差解消

等の高齢者対応、安全性確保、居住性向上 
維持保全 各種の保守点検、小規模修繕、計画的な大規模修繕によって住宅を良好な状態に維持

し、住宅寿命の延命を図ります。 
用途廃止 公営住宅の溶炉を廃止し、他の目的に転用します。 

 

（都営住宅） 

・都営住宅は、昭和 30 年代以前に建設された住宅を中心に、老朽化の度合いを勘案し、計画的な建替えを実施し

ている。 

・既存の都営住宅の計画的な修繕・改修やスーパーリフォーム事業の実施により、都営住宅ストックを長期にわた

り有効に活用することとしている。 

・八王子市内にシルバーピアが 141 戸整備されている。 
  ※シルバーピア：高齢者向けの設備を備え、管理人等による管理体制が整えられている都営住宅 

【表６ 建替済・事業中の都営住宅団地】 

建替済・事業中の団地 

長房アパート（S38,H8～H10,H12～H16・2,032 戸）、 

長房第２アパート（S43・60 戸）、長房南アパート（S46・726 戸） 

 

 

（東京都住宅供給公社賃貸住宅） 

・東京都住宅供給公社では、昭和 39 年以前に建設された 1 万 9 千戸の公社一般賃貸住宅を計画対象とした「再編

整備計画」を策定しており、平成 15 年度から平成 37 年度までの 22 年間を計画期間として、建替え等の推進を

図ることとしている。 

・再編整備計画では、昭和 40 年度以降に建設された住宅については、効果的な計画修繕の実施、費用対効果が期

待できる住宅改善手法の開発などを推進するとともに、再編整備計画が満了に近づく時期から昭和 40 年代前半

に建設された約 2 万戸の建て替えに着手することとしている。 

 

【表７ 公社一般住宅の再編整備計画の概要と八王子市における状況】 

建設年代 再編整備計画での位置づけ 八王子市の団地名 

昭和 39 年以前 ・再編整備計画の対象として建替等

の推進を図る。 

八王子市内には立地していない 

昭和 40 年代 ・効果的な計画修繕の実施、費用対

効果が期待できる住宅改善手法の

開発などを推進する。 

・昭和 40 年代前半に建設された約 2

万戸については、再編整備計画が

満了に近づく時期から建て替えに

着手する。 

・八王子泉町（S45） 

・八王子狭間（S46） 

・多摩ニュータウン松が谷（S48） 

・多笹ニュータウン鹿島（S49） 

・多摩ニュータウン松が谷（S49） 

・松枝（S49） 

 

 

年度 総　　　数 市営住宅 都営住宅 東京都住宅供給公社 都市再生機構

合　計 木　造 耐　火 合　計 木　造 耐　火 合　計 木　造 耐　火 合　計 木　造 耐　火 合　計 木　造 耐　火

平成17年度 25,903 79 25,824 1,356 79 1,277 11,773 0 11,773 4,241 0 4,241 8,533 0 8,533

18 25,666 79 25,587 1,356 79 1,277 11,536 0 11,536 4,241 0 4,241 8,533 0 8,533

19 25,642 78 25,564 1,355 78 1,277 11,523 0 11,523 4,231 0 4,231 8,533 0 8,533

20 25,622 63 25,559 1,340 63 1,277 11,544 0 11,544 4,205 0 4,205 8,533 0 8,533
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（都市再生機構住宅） 

・都市再生機構では、少子高齢化、人口・世帯減少社会の到来、住宅セーフティネットとしての役割の重点化の要

請等を背景として、都市再生機構住宅ストックを国民共有の財産として再生・再編をするために、「UR 賃貸住宅

ストック再生・再編方針」を策定した。 

 

【表８ UR 賃貸住宅ストック再生・再編方針の概要と八王子市における状況】 

 再生方針の内容 八王子市の団地の設定 
団地再生 

（約 16 万戸） 

まちづくりによる再生が必要とされる団地について

は、地域の整備課題、住宅需要等に応じて、大規模

な再生事業（建て替え事業、トータルリニューアル

等）、改善事業を複合的・選択的に実施 

※建て替えを実施せずに集約化して再生を図る団地

もある） 

館ヶ丘団地（集約化） 

ストック活用

（約 57 万戸） 

既存の建物を有効に活用して、従来通り、適時・適

切な計画的修繕等を実施することを基本としつつ、

団地ごとの立地・特性に応じてバリアフリー化等を

実施 

多摩ニュータウン松ヶ

谷、南原台団地、グリ

ーンヒル寺田など、20

団地 

用途転換（約 1

万戸） 

将来需要の厳しい一部の小規模な団地等について、

居住者の方々の居住の安定を確保しつつ、UR 賃貸住

宅以外の用途として新たなまちづくりに活用 

なし 

土地所有者等へ

の譲渡、返還等

（約 3万戸） 

全面借地方式市街地住宅、特別借受賃貸住宅におい

て、土地所有者等へ譲渡、変換等 

多摩ニュータウンブラ

ンニュー別所（1～8） 

多摩ニュータウンコー

ポレート南大沢 

 
【方向性（例）】 
 

○各事業主体ごとの計画等に基づくストックの維持・向上 
 

 
 
 
【具体的な方向性・他都市事例】 
 

○建て替えだけでなく、ストック活用型の再生事業の推進 
（エレベーター設置、バリアフリー化の促進、２戸１化・リノベーションの実施など） 
 
○八王子市における公共賃貸住宅管理主体が情報交換及び事業の調整を行う場の設定 
 

 
 
 
 
 

 
 

都市再生機構 ひばりが丘団地 ストック再生実証実験 
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②公共住宅の建て替え等において発生する余剰地を活用したまちづくりの推進 
 
【現況・課題】 
・市営住宅の再生の中では、用途廃止される団地の跡地活用が検討課題となる。 

・建替え事業が進められている都営住宅においても、建替え後の土地活用などについて、八王子市と連携して検討

することが必要である。 

・都市再生機構の団地再生（集約型）の事業実施が予定されている館ヶ丘団地の再生にあたっては、その団地規模

の見直しにより生じる敷地の活用方法などについて、八王子市と連携して検討することが必要である。 

 

【方向性（例）】 

○大規模な余剰地等が発生する場合、当該地域のまちづくり課題に対応した土地利用を誘導することができる

ように、土地所有者をはじめとする関係者との調整をする仕組みづくり 
○少子高齢化、環境への配慮など新しい課題に対応した、余剰地の有効活用の促進 

 
 
【具体的な方向性・他都市事例】 
 

○民間事業者が参加する事業コンペ形式などによる、まちづくりへ貢献する事業の誘導 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【他の方向性・視点】 
 

○公的賃貸住宅の再生にあたって、地域の課題に対応した再生事業とするための、市民参加型の事業推進 
 
UR 武蔵野緑町団地 

 
 

都営住宅用地を活用した東村山本町地区プロジェクト 

建て替え前 建て替え後 

市民による計画案の作成・調査・コミュニティ形成など 


